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福祉村病院 歯科診療を開設
〜口腔ケアを軸とした患者および入所者の全身疾患に対する治療支援〜

この度、福祉村病院では歯科を開設いたしました。歯科医師1名、歯科衛生士4名の体制で、火

曜日から金曜日までジュゲム2階歯科診療室、または往診にて歯科診療を行います。

皆様の疾患や心身の変化に配慮しながら、入院患者様、入所者様が健やかで豊かに生活できる

よう、口腔機能の向上を目指し、歯科医療を総合的に提供させていただきます。

歯および口の中の衛生状態を改善するためのケアを「口腔ケア」と言います。高齢者では虫歯

や入れ歯などの構造の問題だけでなく、噛む力、動き、筋力、唾液分泌、口腔衛生、咀嚼・嚥

下（噛む・飲み込む）などの機能の問題が生じて、食事などの日常生活に支障が生じることが

あります。これを「口腔機能低下症」と言います。重度の場合は「摂食嚥下障害」になり、低

栄養や口の中の唾液や細菌が誤って気道に入り込んで起きる「誤嚥性肺炎（ごえんせいはいえ

ん）」になりやすくなります。

高齢者の健康維持とQOL（Quality of Life：生活の質）の向上のためには、歯科医や歯科衛生

士などの専門家によるケアと本人、家族、介護者によるセルフケアを総合的かつ継続的に行う

ことが非常に重要となります。

今後は、歯科医師の診察、治療をはじめ、歯科衛生士による看護、介護職員への口腔ケアの指

導、言語聴覚士等との協力によるリハビリテーションなど、今まで以上に口腔内の衛生状態の

改善に努め、入院患者様、入所者様の口腔疾患と口腔内に起因する全身疾患の予防に努めて参

ります。
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